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○
ガ
ス
工
作
物
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
十
一
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
適
用
除
外
）

（
適
用
除
外
）

第
二
条

次
条
、
第
四
条
（
整
圧
器
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
条

第
二
条

次
条
、
第
四
条
（
整
圧
器
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
条

、
第
六
条
第
七
項
（
一
の
ガ
ス
ホ
ル
ダ
ー
（
最
高
使
用
圧
力
が
高
圧
の

、
第
六
条
第
七
項
（
一
の
ガ
ス
ホ
ル
ダ
ー
（
最
高
使
用
圧
力
が
高
圧
の

も
の
で
あ
っ
て
貯
蔵
能
力
が
三
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る

も
の
で
あ
っ
て
能
力
が
三
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

。
）
と
他
の
ガ
ス
ホ
ル
ダ
ー
と
の
相
互
間
に
係
る
規
定
に
限
る
。
）
、

と
他
の
ガ
ス
ホ
ル
ダ
ー
と
の
相
互
間
に
係
る
規
定
に
限
る
。
）
、
第
十

第
十
四
条
（
令
第
一
条
に
規
定
す
る
容
器
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
章

四
条
（
令
第
一
条
に
規
定
す
る
容
器
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
章
に
お

に
お
い
て
単
に
「
容
器
」
と
い
う
。
）
、
集
合
装
置
及
び
容
器
に
附
属

い
て
単
に
「
容
器
」
と
い
う
。
）
、
集
合
装
置
及
び
容
器
に
附
属
す
る

す
る
気
化
装
置
内
に
お
い
て
ガ
ス
を
発
生
さ
せ
る
特
定
ガ
ス
発
生
設
備

気
化
装
置
内
に
お
い
て
ガ
ス
を
発
生
さ
せ
る
特
定
ガ
ス
発
生
設
備
の
当

の
当
該
容
器
と
調
整
装
置
を
連
結
す
る
配
管
（
以
下
「
連
結
配
管
」
と

該
容
器
と
調
整
装
置
を
連
結
す
る
配
管
（
以
下
「
連
結
配
管
」
と
い
う

い
う
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
五
条
第
一
項
（
容
器
、
集

。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
五
条
第
一
項
（
容
器
、
集
合
装

合
装
置
及
び
連
結
配
管
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
五
条
第
二

置
及
び
連
結
配
管
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
五
条
第
二
項
（

項
（
集
合
装
置
及
び
連
結
配
管
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
二

集
合
装
置
及
び
連
結
配
管
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
二
条
第

条
第
一
項
（
最
高
使
用
圧
力
が
〇
・
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
ガ
ス
ホ

一
項
（
最
高
使
用
圧
力
が
〇
・
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
ガ
ス
ホ
ル
ダ

ル
ダ
ー
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま

ー
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
並

で
並
び
に
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
準
用
事
業
者
が
そ
の
事
業

び
に
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
準
用
事
業
者
が
そ
の
事
業
の
用

の
用
に
供
す
る
工
作
物
に
は
、
適
用
し
な
い
。

に
供
す
る
工
作
物
に
は
、
適
用
し
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
離
隔
距
離
）

（
離
隔
距
離
）

第
六
条

ガ
ス
発
生
器
及
び
増
熱
器
（
移
動
式
ガ
ス
発
生
設
備
に
属
す
る

第
六
条

ガ
ス
発
生
器
及
び
増
熱
器
（
移
動
式
ガ
ス
発
生
設
備
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
ガ
ス
精
製
設
備
、
排
送
機
、
圧
送
機
、
ガ
ス

も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
ガ
ス
精
製
設
備
、
排
送
機
、
圧
送
機
、
ガ
ス

ホ
ル
ダ
ー
及
び
附
帯
設
備
で
あ
っ
て
製
造
設
備
に
属
す
る
も
の
（
冷
凍

ホ
ル
ダ
ー
及
び
附
帯
設
備
で
あ
っ
て
製
造
設
備
に
属
す
る
も
の
（
冷
凍
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設
備
及
び
配
管
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
外
面
か
ら
事
業
場
の
境
界
線
（

設
備
及
び
配
管
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
外
面
か
ら
事
業
場
の
境
界
線
（

境
界
線
が
海
、
河
川
、
湖
沼
等
に
接
す
る
場
合
は
、
当
該
海
、
河
川
、

境
界
線
が
海
、
河
川
、
湖
沼
等
に
接
す
る
場
合
は
、
当
該
海
、
河
川
、

湖
沼
等
の
対
岸
）
に
対
し
、
告
示
で
定
め
る
距
離
を
有
し
な
け
れ
ば
な

湖
沼
等
の
対
岸
）
に
対
し
、
告
示
で
定
め
る
距
離
を
有
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
や
む
を
得

ら
な
い
。

な
い
一
時
的
な
工
事
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
ガ
ス
発
生
器
及
び
増
熱
器
並

び
に
附
帯
設
備
に
属
す
る
熱
交
換
器
及
び
容
器
で
あ
っ
て
、
告
示
で
定

め
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
工
作
物
（
不
活
性
の
ガ
ス
（
空
気
を
含
む
。

２

前
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
工
作
物
（
不
活
性
の
ガ
ス
（
空
気
を
含
む
。
以

以
下
同
じ
。
）
又
は
不
活
性
の
液
化
ガ
ス
の
み
を
通
ず
る
も
の
を
除
く

下
同
じ
。
）
又
は
不
活
性
の
液
化
ガ
ス
の
み
を
通
ず
る
も
の
を
除
く
。
以

。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
特
定
ガ
ス

下
こ
の
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
特
定
ガ
ス
発
生

発
生
設
備
に
係
る
容
器
及
び
移
動
式
ガ
ス
発
生
設
備
（
そ
の
貯
蔵
能
力

設
備
に
係
る
容
器
で
あ
っ
て
最
高
使
用
圧
力
が
高
圧
の
も
の
及
び
液
化
ガ

が
、
貯
蔵
す
る
ガ
ス
が
液
化
ガ
ス
の
場
合
は
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
、
貯

ス
を
通
ず
る
も
の
は
、
そ
の
外
面
か
ら
学
校
、
病
院
そ
の
他
の
告
示
で
定

蔵
す
る
ガ
ス
が
圧
縮
ガ
ス
の
場
合
は
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に

め
る
物
件
（
以
下
「
保
安
物
件
」
と
い
う
。
）
に
対
し
告
示
で
定
め
る
距

限
る
。
）
に
係
る
容
器
で
あ
っ
て
最
高
使
用
圧
力
が
高
圧
の
も
の
及
び

離
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

液
化
ガ
ス
を
通
ず
る
も
の
は
、
そ
の
外
面
か
ら
学
校
、
病
院
そ
の
他
の

告
示
で
定
め
る
物
件
（
以
下
「
保
安
物
件
」
と
い
う
。
）
に
対
し
告
示

で
定
め
る
距
離
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）

７

液
化
ガ
ス
用
貯
槽
（
不
活
性
の
液
化
ガ
ス
用
の
も
の
、
貯
蔵
能
力
が

７

液
化
ガ
ス
用
貯
槽
（
不
活
性
の
液
化
ガ
ス
用
の
も
の
、
告
示
で
定
め

三
ト
ン
未
満
の
も
の
及
び
地
盤
面
下
に
全
部
埋
設
さ
れ
た
も
の
を
除
く

る
方
法
に
よ
り
求
め
た
貯
蔵
能
力
が
三
ト
ン
未
満
の
も
の
及
び
地
盤
面

。
）
の
相
互
間
、
地
盤
面
下
に
全
部
埋
設
さ
れ
た
液
化
ガ
ス
用
貯
槽
（

下
に
全
部
埋
設
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
相
互
間
、
地
盤
面
下
に
全

不
活
性
の
液
化
ガ
ス
用
の
も
の
を
除
く
。
）
の
相
互
間
、
一
の
ガ
ス
ホ

部
埋
設
さ
れ
た
液
化
ガ
ス
用
貯
槽
（
不
活
性
の
液
化
ガ
ス
用
の
も
の
を

ル
ダ
ー
（
最
高
使
用
圧
力
が
高
圧
の
も
の
で
あ
っ
て
貯
蔵
能
力
が
三
百

除
く
。
）
の
相
互
間
、
一
の
ガ
ス
ホ
ル
ダ
ー
（
最
高
使
用
圧
力
が
高
圧

立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
と
他
の
ガ
ス
ホ
ル
ダ
ー
と
の

の
も
の
で
あ
っ
て
能
力
が
三
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。

相
互
間
及
び
液
化
ガ
ス
用
貯
槽
（
不
活
性
の
液
化
ガ
ス
用
の
も
の
、
貯

）
と
他
の
ガ
ス
ホ
ル
ダ
ー
と
の
相
互
間
及
び
液
化
ガ
ス
用
貯
槽
（
不
活

蔵
能
力
が
三
ト
ン
未
満
の
も
の
及
び
地
盤
面
下
に
全
部
埋
設
さ
れ
た
も

性
の
液
化
ガ
ス
用
の
も
の
、
告
示
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
求
め
た
貯
蔵

の
を
除
く
。
）
と
ガ
ス
ホ
ル
ダ
ー
（
最
高
使
用
圧
力
が
高
圧
の
も
の
に

能
力
が
三
ト
ン
未
満
の
も
の
及
び
地
盤
面
下
に
全
部
埋
設
さ
れ
た
も
の

限
る
。
）
と
の
相
互
間
は
、
ガ
ス
又
は
液
化
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
場
合

を
除
く
。
）
と
ガ
ス
ホ
ル
ダ
ー
（
最
高
使
用
圧
力
が
高
圧
の
も
の
に
限
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の
災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
、
保
安
上
必
要
な
距
離
を
有
し
な

る
。
）
と
の
相
互
間
は
、
ガ
ス
又
は
液
化
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
場
合
の

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
、
保
安
上
必
要
な
距
離
を
有
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

８

大
容
量
移
動
式
ガ
ス
発
生
設
備
（
移
動
式
ガ
ス
発
生
設
備
で
あ
っ
て

８

大
容
量
移
動
式
ガ
ス
発
生
設
備
（
移
動
式
ガ
ス
発
生
設
備
で
あ
っ
て

貯
蔵
能
力
が
液
化
ガ
ス
の
場
合
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
圧
縮
ガ
ス
の
場
合
三

保
有
能
力
が
液
化
ガ
ス
の
場
合
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
圧
縮
ガ
ス
の
場
合
三

十
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
を
い
う
。
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。

十
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
を
い
う
。
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
よ
る
供
給
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ガ
ス
又
は
液
化
ガ
ス
が
漏

）
に
よ
る
供
給
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ガ
ス
又
は
液
化
ガ
ス
が
漏

え
い
し
た
場
合
の
災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
、
他
の
移
動
式
ガ

え
い
し
た
場
合
の
災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
、
他
の
移
動
式
ガ

ス
発
生
設
備
に
対
し
、
保
安
上
必
要
な
距
離
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ス
発
生
設
備
に
対
し
、
保
安
上
必
要
な
距
離
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

（
移
動
式
ガ
ス
発
生
設
備
の
設
置
等
）

（
移
動
式
ガ
ス
発
生
設
備
の
設
置
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２

移
動
式
ガ
ス
発
生
設
備
に
は
、
容
器
の
腐
食
及
び
転
倒
並
び
に
容
器

（
新
設
）

の
バ
ル
ブ
の
損
傷
を
防
止
す
る
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

容
器
又
は
容
器
の
設
置
場
所
に
は
、
容
器
内
の
圧
力
が
異
常
に
上
昇
し

（
新
設
）

な
い
よ
う
適
切
な
温
度
に
維
持
で
き
る
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
防
液
堤
）

（
防
液
堤
）

第
三
十
八
条

液
化
ガ
ス
用
貯
槽
（
不
活
性
の
液
化
ガ
ス
用
の
も
の
を
除

第
三
十
八
条

液
化
ガ
ス
用
貯
槽
（
不
活
性
の
液
化
ガ
ス
用
の
も
の
を
除

く
。
）
に
は
、
当
該
貯
槽
か
ら
の
液
化
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
場
合
の
災

く
。
）
に
は
、
当
該
貯
槽
か
ら
の
液
化
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
場
合
の
災

害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
適
切
な
防
液
堤
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら

害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
適
切
な
防
液
堤
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
貯
蔵
能
力
が
千
ト
ン
（
特
定
事
業
所
に
設
置
さ
れ
る

な
い
。
た
だ
し
、
告
示
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
求
め
た
貯
蔵
能
力
が
千

も
の
に
あ
っ
て
は
五
百
ト
ン
）
未
満
の
も
の
及
び
埋
設
さ
れ
た
液
化
ガ

ト
ン
（
特
定
事
業
所
に
設
置
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
五
百
ト
ン
）
未

ス
用
貯
槽
で
あ
っ
て
、
当
該
貯
槽
の
内
の
液
化
ガ
ス
の
最
高
液
面
が
盛

満
の
も
の
及
び
埋
設
さ
れ
た
液
化
ガ
ス
用
貯
槽
で
あ
っ
て
、
当
該
貯
槽

土
の
天
端
面
以
下
に
あ
り
、
か
つ
、
当
該
貯
槽
の
液
化
ガ
ス
の
最
高
液

の
内
の
液
化
ガ
ス
の
最
高
液
面
が
盛
土
の
天
端
面
以
下
に
あ
り
、
か
つ
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面
以
下
の
部
分
と
周
囲
の
地
盤
と
の
間
に
空
隙
が
な
い
も
の
は
、
こ
の

、
当
該
貯
槽
の
液
化
ガ
ス
の
最
高
液
面
以
下
の
部
分
と
周
囲
の
地
盤
と

限
り
で
な
い
。

の
間
に
空
隙
が
な
い
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
附
属
設
備
等
）

（
附
属
設
備
等
）

第
四
十
三
条

特
定
ガ
ス
発
生
設
備
に
は
、
容
器
の
腐
食
及
び
転
倒
並
び

第
四
十
三
条

特
定
ガ
ス
発
生
設
備
に
は
、
容
器
の
腐
食
若
し
く
は
衝
撃

に
容
器
の
バ
ル
ブ
の
損
傷
を
防
止
す
る
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

又
は
容
器
の
バ
ル
ブ
の
損
傷
を
防
止
す
る
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）


